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衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動 

に関する収支報告書の要旨を公表します 

 

 

平成２６年１２月１４日執行衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙

運動に関する収支報告書の要旨を別添により公表します。 
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平成２６年１２月１４日執行衆議院小選挙区選出議員選挙におけ
る候補者の選挙運動費用収支報告書の概要 
                      
 
１ 選挙運動費用収支報告書の提出者 

 今 回 ＊前 回 

候補者数  ６人 ８人 

提出者数  ６人 ８人 

   ＊「前回」とは平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（佐賀

県第１区～第３区）をいう。以下同じ。 

 

 

２ 収支の状況 

 （１）収 入 

   収入総額は、約45,857千円で前回(約61,460千円)に比べ、 

約15,603千円の減少(前回比74.6%)となっている。 
   ①収入総額 
        今  回 前  回 前 回 比  
   第１区 29,398,552円   32,149,930円   91.4％   
   第２区 16,458,375円  20,710,000円    79.5％   
   第３区 －   8,600,000円 －  
   県 計 45,856,927円    61,459,930円   74.6％  

 
   ②一人当たり 
        今  回 前  回 前 回 比  
   第１区 9,799,517円     10,716,643円   91.4％  
   第２区 5,486,125円     6,903,333円    79.5％   
   第３区 －     4,300,000円 －   
   県 計   7,642,821円     7,682,491円   99.5％   

 

 

 （２）支 出 

   支出総額は、約40,234千円で前回(約49,495千円)に比べ、 

  約9,261千円の減少(前回比81.3%)となっている。 
   ①支出総額 
        今  回 前  回 前 回 比  
   第１区    21,199,409円    21,376,449円     99.2％  
   第２区    19,034,222円    17,940,115円      106.1％  
   第３区 －    10,178,746円 －  
   県 計     40,233,631円     49,495,310円      81.3％  

 
   ②一人当たり 
        今  回 前  回 前 回 比  
   第１区     7,066,470円     7,125,483円   99.2％  
   第２区   6,344,741円   5,980,038円    106.1％  
   第３区 －     5,089,373円 －  
   県 計     6,705,605円     6,186,914円   108.4％  
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３ 収支の項目別内訳 

 （１）収 入 

   収入の構成比は、99.9％が寄附、0.1％がその他の収入となって 
  いる。 
        収 入 額 寄  附 その他の収入  

   第１区   29,399千円  29,355千円 ( 99.9%) 43千円 ( 0.1%) 

   第２区   16,458千円    16,458千円 (100.0%) 0千円 (   0%)  

   県 計   45,857千円  45,814千円 ( 99.9%) 43千円 ( 0.1%) 

    ＜注＞金額の表示単位未満は四捨五入しているため、寄附及びその他の収入の合 

計と収入額(計)、第１区及び第２区の合計と県計が一致していない箇所があ 

る。 

 

 （２）支 出 

   支出額が多い項目は、家屋費、印刷費、広告費、人件費の順で、 

この４項目で支出額全体の約77.5％を占めている。  
                                 (単位:千円､%) 
   支出額 人件 家屋 通信 交通 印刷 広告 文具 食糧 休泊 雑費

 40,234 6,273 9,856 1,066 2,467 8,620 6,427 644 1,348 281 3,253

 100.0 15.6 24.5 2.6 6.1 21.4 16.0 1.6 3.4 0.7 8.1

   ＜注＞金額の表示単位未満は四捨五入しているため、各項目の合計が支出額(計)と一致

していない。 

 

 （３）選挙公営費 

   （２）の印刷費、広告費の支出額のうち、選挙公営費として 

8,263千円（印刷費6,212千円、広告費2,050千円）を県が負担した。 

これは支出額全体（40,234千円）の約20.5％にあたる。 

    ＜注＞金額の表示単位未満は四捨五入しているため、印刷費及び広告費の合計と選 

挙公営費(計)が一致していない。 

 

４ 支出の上位者 
                                (単位:円) 
      今    回 前    回 

      候補者名(選挙区) 支 出 額 候補者名(選挙区) 支 出 額  
  
  
  

   １ 岩田和親(1区) 13,903,751 岩田和親(1区) 13,498,327 

   ２ 古川 康(2区) 9,459,014 大串博志(2区) 8,742,250 

   ３ 大串博志(2区) 8,856,833 今村雅弘(2区) 8,725,139 

   ４ 原口一博(1区) 6,490,439 保利耕輔(3区) 8,658,269 

   ５ 古賀 誠(1区) 805,219 原口一博(1区) 7,208,192 
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選挙運動に関する収支報告書について 

 

１  収 支 報 告 書 の 提 出 （ 公 職 選 挙 法 第 １ ８ ９ 条 ）  

   出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及び

その他の収入並びに支出に関する事項を記載した報告書を、そ

れぞれ次に掲げる期間までに、当該選挙を管理する選挙管理委

員会に提出しなければならない。 

 

  （１） 選挙期日の公示の日前まで、公示の日から選挙期日ま

で及び選挙期日の経過後になされた寄附及びその他の収

入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の

期日から１５日以内に報告書を提出しなければならない。 

  （２） 上記の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並

びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに

支出がなされた日から７日以内に報告書を提出しなけれ

ばならない。 

 

２  収支報告書の要旨の公表（公職選挙法第１９２条）  

   収支報告書を受理したときは、選挙管理委員会は、その要旨

を公表しなければならない。 

   その公表は都道府県選挙管理委員会にあっては、県公報によ

り行う。 

 

３  収支報告書の保存及び閲覧（公職選挙法第１９２条）  

   選挙管理委員会は、収支報告書を受理した日から３年間保存

しなければならない。 

   何人も上記の期間内においては、選挙管理委員会の定めると

ころにより当該収支報告書の閲覧を請求することができる。 

 

４  会 計 帳 簿 の 保 存 （ 公 職 選 挙 法 第 １ ９ １ 条 ）  

   出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を

証すべき書面を収支報告書提出の日から３年間保存しなければ

ならない。 
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○ 選挙運動に関する支出金額の制限 

（公職選挙法第１９４条、公職選挙法施行令１２７条） 

 

  

制限額＝１５円 × 選挙人名簿登録者数 ＋ １９，１００，０００円 

（１００円未満切上げ）

 

選 挙 区 選挙人名簿登録者数 選挙運動費用制限額 

第 １ 区 ３２７，８１５人 ２４，０１７，３００円 

第 ２ 区 ３５４，３９０人 ２４，４１５，９００円 

 

 

※ 選挙人名簿登録者数は、当該選挙における選挙人名簿の選挙時登

録の日現在における総数 

 

選挙時登録の日   平成２６年１２月１日 

 

 

（参考） 

◎ 過去の制限額について 

平成２４年１２月１６日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 

     第１区 ２２，６６８，０００円 

第２区 ２２，４６４，７００円 

第３区 ２２，４７１，０００円 
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選挙運動に関する収支報告書の費目 
 

人件費 選挙運動のために使用する労務者、事務員、車上等運動員及び手話通訳 

者に対する報酬 
 

家屋費 選挙事務所の借上料、電話架設料、個人演説会場の借上料 

 

通信費 電報、電話、葉書、封書等に要する費用 

 

交通費 運動員、事務員、労務者に係る交通費（実費弁償） 

 

印刷費 選挙運動のために使用するポスタ－、葉書及びビラの印刷費等 

 

広告費 立札、看板、ちょうちん、たすき及び拡声機等の費用 

                           

文具費 紙、筆、墨、その他選挙事務所において使用した消耗品等 

 

食糧費 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子の提供に要した費用、 

    法律で認められた運動員、労務者に対して提供する弁当の調製に要した 
   費用等 

 

休泊費 休憩及び宿泊に要した費用 

 

雑費  ガス代、電気代、水道代及び汲取料等 

 
 ※ 諸費目はおおよそ上記のように分類されるが、選挙運動の費用は、これだけ

に限るものではなく、およそ選挙運動に関する費用はすべて適宜上記の費目に
当てはめ、記載されることとなる。 
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下記の支出は、広義では選挙運動に関する支出であるが、狭義では選挙運動

期間外の支出であったり、候補者又は出納責任者の関知しない支出であったり

することから、公職の候補者個人の収支報告書に記載する必要がない。 

                      （公職選挙法第１９７条） 
 

１．立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者とな

った者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの 

 

２．立候補の届出があった後、公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてし

た支出以外のもの 

 

３．公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出 

 

４．選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出 

 

５．選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料 

 

６．候補者届出政党が行う選挙運動のために要した支出 

 

７．選挙運動用に使用する自動車及び船舶の借上料、ガソリン代、修繕代等に

要した支出 
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